
 

下水道終末処理施設の上乗せ排水基準の見直し（案） 

１ 趣旨 

近年、瀬戸内海では生態系の維持に必要な窒素やりん濃度が低下しており、これに関

連して、一部の下水処理場では、冬季に排水中の窒素濃度を上げる季節別運転に取り組

んでいる。 

しかしながら、季節別運転は通常とは異なる運転であるため、汚水を浄化する微生物

の状態が不安定になり、有機汚濁の指標の１つである生物化学的酸素要求量（BOD）が一

時的に上昇する傾向にある。このため、兵庫県が水質汚濁防止法第３条第３項の排水基

準に関する条例で定めた上乗せ排水基準が季節別運転の推進の支障となる懸念がある。 

そこで、季節別運転の円滑な実施を図るため、下水処理場に関する上乗せ排水基準の

うち、BOD について見直しを行う。 

２ BOD 上乗せ排水基準の見直し(案) 

【現  行】 

  県条例により、県独自の規定として、瀬戸内海側の下水処理場は BOD 上乗せ排水基準

（日間平均値:20mg/L、最大値：25mg/L）を適用 

 

【見直し案】 
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Ａ 知事が定める水域※に
放流する下水処理場 

※ (1) 播磨灘及び大阪湾西部の海域 

(2) 播磨灘及び大阪湾西部へ流入する河川域について、 

ア 環境基準点を有する河川においては、その最も下流に位置する環境 

基準点より下流 

イ 環境基準点を有しない河川 

 

Ｂ その他の水域に放流す
る下水処理場 

（概念図） 
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